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【【【【東日本大震災寄附金東日本大震災寄附金東日本大震災寄附金東日本大震災寄附金配分配分配分配分用】用】用】用】    

 

 

                

寄附寄附寄附寄附金の配分を受けられ金の配分を受けられ金の配分を受けられ金の配分を受けられるるるる団体団体団体団体の皆さまへの皆さまへの皆さまへの皆さまへ    

 

 配分する寄附金の使途の適正を確保するために、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和

24 年法律第 224 号)第７条第４項に基づき、配分団体が守らなければならない事項等が定め

られています。 

 配分事業に着手する前に下記事項を必ずお読みいただき、十分ご理解の上、事業に着手し

てください。 

 

 

 

１ 配分金の使途の制限 

配分金は、郵便事業株式会社（以下「会社」といいます。）が当該配分金を配分する旨

を決定した事業の実施計画（以下「実施計画」といいます。）以外の使途に使用できま 

せん。 

 

２ 実施計画の変更等 

(1) やむを得ない事由により実施計画を変更しなければならないときは、あらかじめその

旨を会社に文書をもって届け出て、その承認を受けてください。 

(2) 実施計画に基づく事業に予定の期日に着手することができないとき、又は完了する 

ことができなくなったときは、速やかに会社の指示を受けてください。 

(3) 実施計画に基づく事業の遂行が困難となったときは、速やかに会社の指示を受けて 

ください。 

  ⇒⇒⇒⇒変更が生じた場変更が生じた場変更が生じた場変更が生じた場合、合、合、合、５５５５ページページページページの「Ⅵの「Ⅵの「Ⅵの「Ⅵ    実施計画の変更」に従って、速やかに実施計画の変更」に従って、速やかに実施計画の変更」に従って、速やかに実施計画の変更」に従って、速やかに東日本大東日本大東日本大東日本大

震災寄附金配分震災寄附金配分震災寄附金配分震災寄附金配分係係係係に連に連に連に連絡してください。絡してください。絡してください。絡してください。    

 

３ 配分金の経理 

配分金は、他の資金と区別して経理し、常にその使途を明らかにしてください。 

 

４ 配分金に係るものであることの表示 

配分金に係る車両、機器、施工した施設には、配分金によるものである旨の表示をして

ください。また、活動については、調製した冊子、活動に係るチラシやポスター、   

報告書・報告会（案内状、パンフレット、配布資料、プレゼン資料）等にも表示をして  

ください。 

なお、この表示は、実施計画に基づいて当該車両等が使用されている間は、引き続き 

掲げてください。 

⇒表示する文字の大きさ、表示方法は、⇒表示する文字の大きさ、表示方法は、⇒表示する文字の大きさ、表示方法は、⇒表示する文字の大きさ、表示方法は、５５５５、、、、６６６６ページの「７ページの「７ページの「７ページの「７    配分配分配分配分金を使用して整備し金を使用して整備し金を使用して整備し金を使用して整備し

たことを示す表示」に従ってください。たことを示す表示」に従ってください。たことを示す表示」に従ってください。たことを示す表示」に従ってください。    

 

５ 配分金に係る車両、機器、施工した施設、調製した冊子又は活動に係るチラシや   

配分決定通知書とともに保管してください 資料２ 

ⅠⅠⅠⅠ    配分団体が守らなければならない事項配分団体が守らなければならない事項配分団体が守らなければならない事項配分団体が守らなければならない事項    
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ポスター、報告会資料（案内状、パンフレット、配布資料、プレゼン資料）等の使途の 

制限 

配分金に係る車両、機器、施工した施設、調製した冊子又は活動に係るチラシや   

ポスター、報告会資料（案内状、パンフレット、配布資料、プレゼン資料）等は、当該 

配分金の対象とする事業に係る使途以外に使用しないでください。 

 

６ 余剰金 

配分金に係る事業が完了した際、配分金に余剰金が生じたときは、速やかに会社に返還

してください。 

 

７ その他 

  偽りその他不正の手段により配分金の交付を受けた場合には、会社の指示するところに 

より、当該配分金を返還していただきます。 

 

 

 

１  金融機関口座への振込み 

配分金は、貴団体名義の金融機関口座へ振り込みます。 

 

２  送金時期 

配分金は、配分金を受けて実施する事業（以下「配分事業」といいます。）の開始月の

下旬に送金します。 

  

３  納入業者等への代金の支払 

寄附金配分事業は、平成２４年１１月３０日（金）までに必ず完了し、全ての支払を済

ませてください。 

 

 

 

１１１１    配分事業を始めるに当たって配分事業を始めるに当たって配分事業を始めるに当たって配分事業を始めるに当たってご提出していただくものご提出していただくものご提出していただくものご提出していただくもの    

(1) 東日本大震災寄附金配分事業実施計画書・承諾書【様式１】（以下「実施計画書」と

いいます。） 

(2) 配分金の送金を受ける貴団体名義の金融機関口座の通帳等の写し（以下「通帳等写

し」といいます。） 

実施計画書の配分金振込先金融機関の記載欄にある全ての項目が明りょうに確認で

きるものをご提出ください。通帳の写しを提出する場合は、表紙及び裏表紙の写しを

ご提出ください（ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要

です。ゆうちょ銀行口座の記号及び番号では送金することができません。）。 

 

※ 委託契約、物品購入、施工等については、原則、競争入札又は２社の見積りを比較す

るなど、より低廉な価格となるよう努めてください。 

 

 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    配分金の送金等配分金の送金等配分金の送金等配分金の送金等に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項    

ⅢⅢⅢⅢ    提出していただく書類等提出していただく書類等提出していただく書類等提出していただく書類等    
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２２２２    配分金送金後配分金送金後配分金送金後配分金送金後にご提出いただくものにご提出いただくものにご提出いただくものにご提出いただくもの    

東日本大震災寄附金配分金受領確認証（以下「受領確認証」といいます。） 

配分金の振込手続を行った際は、貴団体宛に送金通知とともに受領確認証をお送りしま

す。配分金振込先口座への入金をご確認いただき、確認出来次第、受領確認証に 必要事

項を記入、団体印（代表者印）を押印の上、ご提出ください。 

 

３３３３    配分事業完了後配分事業完了後配分事業完了後配分事業完了後にご提出していただくものにご提出していただくものにご提出していただくものにご提出していただくもの    

(1) 東日本大震災寄附金配分事業完了報告書【様式２】（以下「事業完了報告書」といい

ます。）   

   配分事業を完了したときは、事業完了報告書、同報告書に記載された添付資料を提出

してください。 

   配分事業に関して事業者から発行される領収証には、必ず貴団体必ず貴団体必ず貴団体必ず貴団体名、購入物品等の名、購入物品等の名、購入物品等の名、購入物品等の    

内容及び数量内容及び数量内容及び数量内容及び数量を記載してもらい、何の購入等に対して発を記載してもらい、何の購入等に対して発を記載してもらい、何の購入等に対して発を記載してもらい、何の購入等に対して発行された領収証であるのか、行された領収証であるのか、行された領収証であるのか、行された領収証であるのか、        

明らかになるようにしてください。明らかになるようにしてください。明らかになるようにしてください。明らかになるようにしてください。 

     

 

        

 

 

(2) 宣誓書 

   添付の領収書（明細書添付）や記載内容に偽りがないことを証明するため、宣誓書宣誓書宣誓書宣誓書

【様式３】【様式３】【様式３】【様式３】に必要事項を記入・押印の上、に必要事項を記入・押印の上、に必要事項を記入・押印の上、に必要事項を記入・押印の上、提出提出提出提出していただきます。 

 

４４４４    書類の提出期限書類の提出期限書類の提出期限書類の提出期限    

(1) 実施計画書及び通帳等写し 

    ア １２月に事業を開始する団体（１２月下旬の配分金の送金） 

    平成２３平成２３平成２３平成２３年年年年１２１２１２１２月１月１月１月１２２２２日（日（日（日（月月月月）＜必着＞）＜必着＞）＜必着＞）＜必着＞（（（（期限を厳守してください。期限を厳守してください。期限を厳守してください。期限を厳守してください。))))    

（（（（１２１２１２１２月１月１月１月１３３３３日日日日((((火火火火))))以降に到着したもの以降に到着したもの以降に到着したもの以降に到着したものはははは全て全て全て全て平成２４年１平成２４年１平成２４年１平成２４年１月月月月以降の送金になりま以降の送金になりま以降の送金になりま以降の送金になりますすすす。。。。））））    

イ  １月に事業を開始する団体（１月下旬の配分金の送金） 

      平成２平成２平成２平成２４４４４年年年年１１１１月１０月１０月１０月１０日（日（日（日（火火火火）＜必着＞）＜必着＞）＜必着＞）＜必着＞（（（（期限を厳守してください。期限を厳守してください。期限を厳守してください。期限を厳守してください。))))    

 ウ 上記ア及びイ以外の団体 

    平成２４年１月３１平成２４年１月３１平成２４年１月３１平成２４年１月３１日（火）＜必着＞（期限を遵守してください。）日（火）＜必着＞（期限を遵守してください。）日（火）＜必着＞（期限を遵守してください。）日（火）＜必着＞（期限を遵守してください。）    

 

 (2) 受領確認証 

配分金振込先口座への入金をご確認後、速やかに提出してください。 

 

(3) 事業完了報告書 

   配分事業完了月の翌月末日までに提出してください。 

 

５５５５        書類の提出先書類の提出先書類の提出先書類の提出先    

  提出する書類は、全て次の宛先に特定記録郵便でお送りください。提出書類（Ａ４サイ

ズ）を折らずに入る封筒をご使用ください。 

 

 
100‐8798 東京都千代田区霞が関１－３－２ 

郵便事業株式会社 経営企画部 環境・社会貢献室  

東日本大震災寄附金配分係 

 車両購入については、事業完了報告書の添付資料として、自動車検

査証の写しを提出していただきますが、所有者及び使用者ともに必ず

団体名義で登録してください。 
！ 

注意点 
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６６６６    事業の完了確認事業の完了確認事業の完了確認事業の完了確認    

    会社は、提出された「事業完了報告書」の内容が適正と認められるときは、同報告        

書の提出により事業の完了を確認します。 

   同報告書に記載された内容を確認するために必要な範囲において、実地に調査を行う 

ことがあります。 

 

 

 

１１１１    監査に応ずる義務監査に応ずる義務監査に応ずる義務監査に応ずる義務    

会社が配分金の使途についての監査（以下「監査」といいます。）を行おうとするとき

は、配分団体は、これに応じなければなりません。 

 

２２２２    監査の実施時期監査の実施時期監査の実施時期監査の実施時期    

監査は、配分金に係る事業完了の翌年度に行います。 

 

３３３３    監査の実施方法監査の実施方法監査の実施方法監査の実施方法    

(1) 監査は、原則として実地監査により行います。ただし、監査対象団体が遠隔の地に 

あるなど、実地監査により難い場合は、書面監査により行います。 

(2) 監査の具体的実施内容は、以下のとおりとし、詳細は会社が別に定めるところにより

ます。 

 ア 配分金の入出金状況の確認 

 イ 当該事業の実施状況 

⇒監査に当た⇒監査に当た⇒監査に当た⇒監査に当たっては、事業完了報告書に添付されている領収証等の写しと団体に保管っては、事業完了報告書に添付されている領収証等の写しと団体に保管っては、事業完了報告書に添付されている領収証等の写しと団体に保管っては、事業完了報告書に添付されている領収証等の写しと団体に保管    

されている原本との対査されている原本との対査されている原本との対査されている原本との対査を行いますので、配分事業に係るを行いますので、配分事業に係るを行いますので、配分事業に係るを行いますので、配分事業に係る領収証領収証領収証領収証等は配分決等は配分決等は配分決等は配分決定通知書定通知書定通知書定通知書

等とともに等とともに等とともに等とともに大切に大切に大切に大切に保管してください。保管してください。保管してください。保管してください。    

 

 

 

１１１１    配分金の返還請求配分金の返還請求配分金の返還請求配分金の返還請求    

  会社は、配分団体が次の(1)～(4)のいずれかに該当した場合は、配分金の全額又は一部

について、当該金額の返還を配分団体に請求します。 

(1)「１ 配分団体が守らなければならない事項」に違反した場合 

(2) 配分団体が実施計画に係る事業を中止し、又は廃止した場合 

(3) 事業完了報告書の一部又は全部の提出を怠り、若しくは虚偽の方法によって提出を 

行った場合 

(4) 配分団体が実施計画を変更したことに伴い、事業総額が減少した場合 

 

２２２２    返還金請求の通知返還金請求の通知返還金請求の通知返還金請求の通知    

  会社は、前記により配分金の返還を請求するときは、その事由、返還すべき金額、返還

の期限及び送付方法を配分団体に通知します。 

 

３３３３    配分金返還の期限配分金返還の期限配分金返還の期限配分金返還の期限    

  配分金返還の期限は、配分団体にやむを得ない事由があると認めたときは、これを延期

し、又は返還金を適宜分割して返還していただくことがあります。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    配分金の使途についての監査に関する事項配分金の使途についての監査に関する事項配分金の使途についての監査に関する事項配分金の使途についての監査に関する事項    

ⅤⅤⅤⅤ    監査の結果に基づく配分金の返還に関する事項監査の結果に基づく配分金の返還に関する事項監査の結果に基づく配分金の返還に関する事項監査の結果に基づく配分金の返還に関する事項    
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４４４４    延滞金延滞金延滞金延滞金    

  配分金返還の請求を受けた配分団体がこれを期限までに返還しなかったときは、その期

限の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ、年５％の率で計算した延滞金を納付し

なければなりません。 

 

 

 

 「１ 配分団体が守らなければならない事項」には、実施計画の変更、事業の着手・完了

時期の変更及び事業の遂行困難について規定されていますが、これらについて大幅に変更等

をしなければならなくなった場合には、速やかに東日本大震災寄附金配分係へ連絡してくだ

さい(実施計画の変更申請をしていただきます。）。 

 実施計画の変更がやむを得ないと認められた場合は、変更を承認いたしますが、承認され

るまでは、事業を実施（変更）できません。実施計画の変更承認を受けずに実施計画と  

異なる事業を実施した場合には、配分金の一部又は全部を返還していただく場合があります

ので、ご注意ください。 

 なお、実施計画の変更により、事業総額が減少する場合には、その減少分に相当する額の

配分金を減額いたします（既に振込みが終わっている場合には、速やかに返還していただく

ものとし、その際の振込手数料は配分団体の負担となります。）。 

 

 

 

 「配分団体が守らなければならない事項」に定められている「配分金に係るものであるこ

との表示」は、配分金が有効に活用されていることを示すものですから、できるだけ多くの

人の目につく位置に、大きな文字で次のとおり表示してください。 

 また、表示は耐久性のあるものとし、容易にき損、汚損しないものとしてください。 

 なお、活動成果を広く周知していただく際に併せて配分金で実施したことを周知してくだ

さい（シンポジウム等を開催する場合には、その冒頭で、配分金を受けて実施した旨をアナ

ウンスしてください。また、看板・配布資料等に配分金を受けて実施したことを表示してく

ださい。）。 

 おって、表示に「〒」マークはご使用いただけませんので、誤って使用することのないよ

うにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅥⅥⅥⅥ    実施計画の変更実施計画の変更実施計画の変更実施計画の変更    

ⅦⅦⅦⅦ    配分配分配分配分金を使用して整備したことを示す表示金を使用して整備したことを示す表示金を使用して整備したことを示す表示金を使用して整備したことを示す表示    
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表示例：文字の大きさは基準です文字の大きさは基準です文字の大きさは基準です文字の大きさは基準ですので、表示するものの大きさに合わせて変えてください。ので、表示するものの大きさに合わせて変えてください。ので、表示するものの大きさに合わせて変えてください。ので、表示するものの大きさに合わせて変えてください。 

事業内容 
大きさ
（文字） 

表示文例 位  置 

車 両 
８ｃｍ角 
以上 

平成２３年度 日本郵便 
東日本大震災寄附金助成車両 

車両左右のボディにペイント書
き又はカッティングシートを貼
付。 

機 器 
５ｃｍ角 
程度 

平成２３年度 日本郵便 
東日本大震災寄附金助成機器  
又は 
この機器は平成２３年度 日本郵便の 
東日本大震災寄附金の助成を受けて
整備しました。 

複数の機器を購入する場合もそ
れぞれの機器に表示。小さな機
器の場合、施設の掲示板など人
目につく場所にパネルで表示。 

施 設 
５ｃｍ角 
程度 

この施設は平成２３年度 日本郵便の 
東日本大震災寄附金の助成を受けて
改修しました。 
（※施設の代わりに浴室等施設内の
具体的施設名を表示いただいても結
構です。） 

施設の玄関又は改修した場所に
パネルで表示。 

冊 子 
１ｃｍ角 
程度 

この冊子は平成２３年度 日本郵便の
東日本大震災寄附金の助成を受けて
製作しました。 

表紙又は裏表紙 

ビデオ 適宜 
このビデオは平成２３年度 日本郵便
の東日本大震災寄附金の助成を受け
て製作しました。 

ビデオケースのラベルに表示す
るほか、巻頭部分で３秒程度映
像に入れる。 

 

 

 

 

寄附金は、郵便葉書「東日本大震災寄附金付かもめ～る」及び特殊切手「東日本大震災寄

附金付」を購入していただいた皆さまから寄せられた貴重な浄財です。配分された機器等に

よる成果は、できる限り多くの方々に利用(＝還元)していただく必要があります。団体のホ

ームページ・会報等への掲載、地域の広報紙、マスコミ等メディアへの掲載に努めてくださ

い。 

また、配分事業についてメディア等に掲載された、賞を受賞した等ございましたら、東日

本大震災寄附金配分係までご連絡ください。 

 広報いただいた記事は参考にいたしますので、記事の写しなどを担当係までお送りくださ

るようお願いいたします。 

 

 

 

１ 東日本大震災寄附金配分事業を多くの方々に知っていただくために、配分先の団体名、

配分事業の内容及び配分事業の実施結果等を会社のホームページへ掲載するなど、広報活

動に使用させていただきます。あらかじめご了承ください。 

  

２ 配分事業実施後、自己評価を実施していただきます（詳細については別途ご連絡いたし

ます。）。 

  

 

ⅧⅧⅧⅧ    寄附金活用状況の周知寄附金活用状況の周知寄附金活用状況の周知寄附金活用状況の周知    

ⅨⅨⅨⅨ    その他その他その他その他    
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３ 何らかの事情により東日本大震災寄附金で整備（購入）した施設（機器・車両）を、配

分決定年度より５年以内に廃止（廃棄・廃車）又は手放さなければならない理由が生じた

場合は、速やかに東日本大震災寄附金配分係までご連絡ください。その理由等を記載した

「理由書」を提出していただきます。 

  
  

書類提出先・連絡先：郵便事業株式会社 経営企画部 環境・社会貢献室 

 東日本大震災寄附金配分係 

              電 話：０３－３５０４－４４０１ 

ＦＡＸ：０３－３５９２－７６２０ 

（ご連絡は、平日の 10:00～12:00 及び 13:00～17:00 の間にお願いいたします。） 
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寄附金の配分決定から事業の完了までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

事業者事業者事業者事業者    郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社    配分団体配分団体配分団体配分団体    

配分決定通知書の交付 

配分金の送金 

監査の実施 

ヒアリング調査予定 

（抽出） 

実施計画書の送付 

物品購入・建物改修等配分事業の

実施について事業者と契約 

物品納入・改修した建物の引渡し 

配分金受領確認証 

の送付 
事業者へ支払 

配
分
配
分
配
分
配
分
金金金金
送
金
月

送
金
月

送
金
月

送
金
月

（（（（事
業
開
始

事
業
開
始

事
業
開
始

事
業
開
始
月月月月
））））    

配
分
翌
月

配
分
翌
月

配
分
翌
月

配
分
翌
月    

翌
年
度

翌
年
度

翌
年
度

翌
年
度    

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

実施計画書作成 

(注)１      ：配分を受けた団体の事務  

  ２ ①～⑫は配分決定から監査までの事務の順序 

事業開始月の下旬に送
金します。 

寄附金受領後速やかに
返送してください。 

事業完了月の翌月末日ま
でに送付してください。 

(参 考) 

【送付期限】 

・１２月送金の場合 

平成２３年１２月１２日(月)必着 
・１月送金の場合 
平成２４年１月１０日（火）必着 

・２月以降送金の場合 
 平成２４年１月３１日（火）必着 

自己評価書の送付 

⑪ 

事業完了報告書の送付 

見積書の入手 

② 

原則、競争入札又は２社以上の見

積書を入手してください。 


